
 
「令和７年度農業分野の脱炭素技術の海外展開支援対策委託事業」 

企画競争応募要領 
 

第１ 事業名 
令和７年度農業分野の脱炭素技術の海外展開支援対策委託事業 
 

第２ 事業内容等 
１ 目的及び事業内容 

仕様書のとおり 
２ 予算額  

    100,000,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以内 
  ３ 契約期間 

契約締結日 ～令和９年３月９日（火） 
 

第３ 応募資格 
  次の各号のすべてに該当する者とする。 

１ 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条の規定に該当しない者。なお、未

成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。 
２ 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者。 
３ 令和７・８・９ 年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の「役務の提供等」の「Ａ」、

「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」の等級に格付けされた者。 
ただし、競争参加資格のない者については、第６の２記載の提出期限までに競争参加資格を

登録することとする。 

※競争参加資格の取得には時間を要するため、応募する場合は早めに申請を行うこと。 

４ 農林水産本省物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づ

く指名停止を受けている期間中でないこと。 

５ 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

６ 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体（民法（明治29年法律第89号）

上の組合に該当するもの。以下同じ。）による参加も可とする。 

この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施

体制等を明確にした、構成する各団体（以下「構成員」という。）の全てから同意を得た規

約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書（又はこれに準ずる書類）

（以下「規約書等」という。）を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、

代表者は本委託事業に係る企画競争の参加及び事業の委託契約手続きを行うものとする。 

 また、代表者及び構成員は上記１から５までの要件に適合している必要があり、契約候補

者に決定した場合は規約書等を契約締結前までに提出すること。 

 なお、共同事業体に参加する構成員は、本企画競争において他の共同事業体の構成員とな

ること又は単独で参加することはできない。 
 

第４ 応募期間 

令和８年２月16日（月）から令和８年３月６日（金）正午まで 

 

第５ 応募に係る説明会の開催 

本件に係る説明会を下記日時によりWebで開催する。参加を希望する場合は、令和８年２月

20日（金）15時までに、第18 応募・照会窓口【事業内容、応募要領全般について】の担当に

メールで参加申し込みを行うこと。 

日時： 令和８年２月24日（火）13時30分～14時30分 

なお、説明会への出席有無は、第３の応募資格とはしない。 

 

第６ 参加表明書及び提出書類に関する事項 
１ 参加表明書及び提出書類の作成 



企画競争に参加を希望する場合、参加表明書を、「企画競争参加表明書」（別紙１-１）に

より作成し、又は共同事業体での応募の場合は、「企画競争参加表明書（共同事業体）」（別

紙１－２）により作成し、以下の（１）から（５）までの添付書類と併せて提出すること。 
（１）企画提案書及びこれに付随する以下の書類 
    過去に類似事業の実績（平成 31 年度以降、実施した類似・関連業務）があれば、その

事業名、事業内容が分かる資料（様式任意） 

（２）第３の３を証するものとして、「資格審査結果通知書（全省庁統一資格）」の写し。 
※ 共同提案の場合は、共同提案を行う全ての団体のもの。 

（３）業務内容を示したパンフレット又はそれに準じるもの。 
（４）民間企業にあっては、営業経歴書及び最新の決算（営業）報告書１年分（又はそれに準

じるもの） 
民間企業以外の者にあっては、定款又は寄附行為及び最新の決算（営業）報告書１年

分（又はそれに準じるもの） 
（５）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく認定（えるぼし認定企業、プ

ラチナえるぼし認定企業、行動計画）、次世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみ

ん認定企業、トライくるみん認定企業、プラチナくるみん認定企業、行動計画）及び青少

年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）を受けている場

合は、基準適合認定通知書等の写しなど認定状況等の分かる資料（基準に適合し、認定さ

れている者等であることを企画提案書に記載しておくこと） 
※ 共同提案の場合は、共同提案を行う全ての団体のもの。 

２ 提出期限及び提出方法 
令和８年３月６日（金）正午必着とする。 
下記３提出先に、原則、電子メールに整理番号【071013】を付して提出すること（詳細は別

添「電子メールを利用した書類の提出方法」のとおり。）。 

電子メール以外で提出する場合は、PDF ファイルを電子媒体※（CD-R ⼜は DVD-R）に

格納し、当該電子媒体に契約件名及び事業者名を表示（ケースは不可）の上、提出すること。 
なお、郵便・信書便の場合は、書留郵便等の配達記録が残るものに限る。 

※ 提出する電子媒体については、提出する前にウイルスチェックを行い、ウイルスチェック

を行った日時・ソフト名・バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベル

を添付すること。 
３ 提出先 

〒100-8950 東京都千代田区霞が関１-２-１ 

農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階、ドア番号「本 135」） 

ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２ 
メールアドレス：nousui_itakukeiyaku/atmark/maff.go.jp 
※スパムメール対策のため、「@」を「/atmark/」と表示しているので、送信の際は「@」 
に変更すること。 

４ 作成・提出に当たっての注意事項 

（１）持参により提出する場合の受付時間は、行政機関の休日を除く 10 時から 17 時（令和

８年３月６日（金）は正午）までとする。 
（２）手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

（３）１応募者が提出できる企画提案は１提案までとする。 
（４）提出された参加表明書及び添付書類等は返却しない。 
（５）暴力団排除に関する誓約事項（別紙２）は、「企画競争参加表明書」（別紙１-１）の

提出をもってこれに同意したこととみなす。 
（６）応募に必要な資格のない者の提出した書類、また、提出した書類に虚偽の記載を行っ

た場合は、当該書類を無効とする。 

（７）提出された書類は、当該申込者に無断で二次的な使用は行わない。 

（８）採用された書類は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成 11 年法律

第42号）において、行政機関が取得した文書について、開示請求者からの開示請求があ

った場合は、当該企業等の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについて

は、開示対象となる場合がある。 

（９）本事業に関連して受託者が知り得た情報については、守秘義務が生じる。 



 
第７ 応募する企画提案（企画提案書）の内容 

１  事業実施体制 
次の点について、担当者数、人員配置計画、主な担当者の経験、担当者へのバックアップ体

制等を明記すること。 
（１）事業の準備に関し、事業実施に関わる関係者との連絡調整を行う体制 
（２）事業の準備から実施までの体制 

なお、再委託をする場合には、再委託先の事業者名、再委託金額及び担当する業務の内

容を明記すること。 
また、再委託には以下の制限があるので留意すること。 
【ｱ】事業の全部を一括して請け負わせてはならない。 
【ｲ】事業の主たる部分（総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等）

を請け負わせてはならない。 
【ｳ】再委託の合計金額は委託費の限度額の 50％以内としなければならない。 

ただし、以下の場合は上記また書き【ｲ】、【ｳ】の制限を適用しないこととする。 

【ｴ】再委託先の業務が海外で行われる場合 

【ｵ】広告、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合。 

【ｶ】会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の規定に基づく子会社又は財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59

号）第８条第５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場

合。 
なお、上記また書き【ｳ】の再委託の比率は、上記ただし書き【ｴ】～【ｶ】に該当する

再委託の金額を委託費の限度額から減算して計算した率とする。 

 ２ 企画提案を求める項目及び具体的提案 
事業の目的を達成するため、本事業の概要を踏まえつつ、次の点について具体的な企画提

案を行うこと。 
（１）事業実施体制 
（２）事業実施に係るスケジュール 
（３）事業内容に係る提案（特に実現可能性調査の実施に係る提案） 
（４）積算内訳（別紙３）（再委託先の内訳を明記すること。） 

  ３ 審査項目一覧 
「審査項目一覧」（別紙４）により作成し、提出すること。 

 
第８ 応募要領の配布期間及び場所 

１ 配布期間   令和８年２月 16 日（月）～同年３月６日（金） 
（行政機関の休日を除く。） 

２ 配布時間   10：00～17：00 なお、応募締切日は正午まで 
３ 場所    農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階、ドア番号「本 135」） 
        ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２ 

なお、農林水産省ホームページから印刷することも可能です。 
 

第９ 審査方法 
１ 提出された企画提案書について、「第 10 審査基準及び審査項目」に基づいて採点・審査

を行い、採点した得点の最上位の者（最上位の者が複数ある場合は、最高得点を獲得した審査

項目が最も多い者とし、更に当該数が同一の場合にあっては、審査委員長が選定した者）を本

委託事業の委託契約候補者として支出負担行為担当官農林水産省大臣官房参事官（経理）（以

下「支出負担行為担当官」という。）に推薦するものとする。 
   なお、契約候補者から契約候補辞退届（別紙５）の提出があった場合は、採点した得点が次

に高かった者を契約候補者として、支出負担行為担当官に推薦することとする。 
２ 審査については、非公開とする。 
３ 企画提案会を以下のとおり開催する。なお、会場、説明時間等詳細については、有効な書類

を提出した者に対して令和８年３月９日（月）までに連絡する。なお、応募者の多寡等により、書面

審査とする場合がある。 

・開催日：令和８年３月10日（火） 



・会場：農林水産省内会議室等 
 
第 10 審査基準及び審査項目 

企画提案書の審査に当たっては、次の１から９までの項目について採点を行う。 
  １ 実施体制の適格性（①適格性（本事業が遂行可能な人員体制が確保されているか、 

農林水産省等の要望に柔軟に対応できる人員・体制が確保されているか。）） 
２ 知見・専門性及び類似・関連事業の実績（②専門性（主たる責任者に管理能力があり、専門

的知見、経験等を有した人的資源が十分にあるか。）③実績（過去における類似・関連事業

の実績が十分にあるか。）） 

  ３ 経費処理の適正性（④経費処理の適正性（本事業を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理

処理能力を有しているか。）） 
４  事業の目的、趣旨との整合性及び事業内容の妥当性（⑤整合性（現状の課題等を正確に把握

し、事業目的、趣旨と合致した提案内容になっているか。）⑥妥当性（農林水産省が実施す

る事業として妥当な内容となっているか。）） 
５ 内容の計画性（⑦計画性（実施体制・スケジュールに具体性があり、事業目的を効率的かつ

最大限実現可能な内容になっているか。）） 
６ 規模の妥当性（⑧規模の妥当性（事業内容に見合った経費で精度の高い積算がなされてい

るか。また、事業規模が適正であり、事業目的を達成することができるか。）） 
７ 期待される成果及び成果の波及効果（⑨主体性（主体的に具体的な目標を設定しているか。）

⑩継続性及び発展性（単発的な活動でなく、事業の持続性・継続性は見られるか、また、関

係者への成果情報の波及効果が期待できるか。）） 
８ 行政施策等との関連性（⑪施策等との関連性（行政施策等との連携及び相乗効果）） 
９ ワーク・ライフ・バランス等の推進（⑫ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として、

（１）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、（２）次世代育成支援対策推進法、

（３）青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定を受けているか。） 
 

第 11  審査結果の通知 
審査結果については、提出期限後、概ね２週間以内に参加者に対し文書により通知すること

とする。 
 
第 12 企画提案に要する費用の負担 

企画提案書等の作成等に要する費用は、選定の成否を問わず応募者が負担するものとする。 
 
第 13 契約保証金の扱い 

会計法（昭和 22 年法律第 35 号）第 29 条の９第１項に規定する契約保証金の納付は、予算決

算及び会計令第 100 条の３第３号の規定により免除する。 
 
第 14 委託費の支払い方法 

委託費の額が確定した後、受託者からの適法な請求書を受理した日から 30 日以内にその

支払いを行うものとする。 

また、契約金額は概算契約における上限額でしかなく、事業を実施した結果、実際の所要金額

がこの契約金額を下回る場合には、額の確定の上、実際の所要金額を支払うこととする。 
 
第 15 実績報告書等の提出 
    受託者は、事業実施報告書電子媒体（DVD-R 等）を令和９年３月９日（火）までに農林水産

省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室に提出すること。また、本事業を終了したと

き（本事業を中止し、又は廃止したときも含む。）は、本事業の成果等を記載した別に定める委

託事業実績報告書を１部提出すること。 
 
※納入する電子媒体については、提出する前にウイルスチェックを行い、ウイルスチェックを

行った日時・ソフト名・バージョン及びパターンファイルのバージョンを記載したラベルを

添付すること。 
 

第 16 成果品（著作権等）の帰属等 
本事業により取得した著作権は、農林水産省が承継するものとする。 



 
第 17 その他 
  （１）入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（令

和４年９月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会

議決定）を踏まえて人権尊重に取り組むように努めること。 
（２）不明な点については、第 18 の応募・照会窓口までお問い合わせ願いたい。 

 
第 18 応募・照会窓口 

【事業内容、応募要領全般について】 

農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室（本館４階、ドア番号「本 436」） 

ＴＥＬ：０３－３５０２－５３０３ 
担当：飯野（yoko_ino070＊maff.go.jp） 
※スパムメール対策のため「@」を「＊」と表示しているので、送信の際は「＠」に変換し

て送信すること。 
   【契約締結について】 

   農林水産省大臣官房予算課契約班（本館１階、ドア番号「本 135」） 
    ＴＥＬ：０３－６７４４－７１６２ 
  ※受付曜日：月曜日～金曜日（行政機関の休日を除く。） 
  ※受付時間：１０：００～１７：００ 



 （別紙１－１） 

令和  年  月  日  
 

 農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 
 
 
 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名                
 
 

企 画 競 争 参 加 表 明 書 
 

  

令和７年度農業分野の脱炭素技術の海外展開支援対策委託事業 

 
 
 

○ 担当者 

   所属・役職 

   担当者氏名 

   電 話 番 号 

   メールアドレス 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

（別紙１－２）共同事業体の場合 
 

令和 年 月 日 
 

農林水産省大臣官房参事官（経理）殿 
 

【共同事業体代表者】 

住所 

商号又は名称 

代表者役職氏名  
 

企画競争参加表明書 

（共同事業体） 

 

 

 

令和７年度農業分野の脱炭素技術の海外展開支援対策委託事業の企画競争に下記共同事業体

として参加することを表明します。 
また、契約候補者となった場合は、契約締結までに共同事業体の構成・運営等に関する協

定書を作成し提出します。なお、協定書には、事業分担及びその考え方並びに実施体制につ

いて、明確に記載します。 

 

記 

 

 
１．共同事業体名： 

 
２．共同事業体の構成員及び担当業務 

 
  

住所及び商号又は名称 

 

分担業務 

 
代表者 

  

 
構成員 

  

 
構成員 
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（別紙２） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せ

ず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報

告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することにつ

いて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体で

ある場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接

的又は積極的に暴力団の維持、又は運営に協力し、又は関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき 

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１）暴力的な要求行為を行う者 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４）偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５）その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

    上記事項について、企画競争参加表明書の提出をもって誓約します。 
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（別紙３） 

 

令和７年度農業分野の脱炭素技術の海外展開支援対策委託事業 

 

 

区   分 

 

予算額 

 

備  考 

 

 

直接経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般管理費 

 

 

消費税等 
 

計 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○費  △△△円 

○○○費    △△△円 

※事前調整費、調査費、消耗品費、通信費、報告書作成費、人件費等に係る経費

を記載。 

 

○○○費  △△△円 

○○○費    △△△円 

※装飾費、食材費、光熱費、施設利用費、リース費、消耗品費、資料作成費 

輸送費、人件費、役務費、渡航費、謝金、広告宣伝費等に係る経費等を記載 

 

※再委託先名、業務内容、金額を記載 

  

 

 

 

 

 

 

（注）・上記経費の内訳はあくまでも事例であり、経費については、仕様書「３. 事業内容」の項目ご     

とに積算すること。 

   ・必要に応じて、資料を添付すること。 

     ・備考欄には、区分欄に掲げる経費の根拠を詳細に記載すること。 

   ・一般管理費及び率等を利用して経費を算出する場合は根拠となる資料を添付すること。ただし、    

 一般管理費率は原則、直接経費（再委託費を除く）の 10％以内とすること。 

   ・備品（原型のまま比較的長期の反復使用に耐えうるもののうち取得価格が 50,000 円以上の物品）の購入は

認めない。 

   ・人件費の算定については仕様書別紙１「委託事業における人件費の算定方法等の適正化について」を参照

すること。また、根拠となる資料を添付すること。 

   ・消費税の算出にあたり１円未満の端数は切り捨てで計算すること。 
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（別紙４） 

審査項⽬⼀覧 

審査項目 審査内容 提案書頁番号 

①適格性 本事業が遂行可能な人員体制が確保されて

いるか、農林水産省等の要望に柔軟に対応

できる人員・体制が確保されているか。 

（以下、それぞれに対応

する提案書の該当ペー

ジを記載） 

②専門性 主たる責任者に管理能力があり、専門的知

見、経験等を有した人的資源が十分にある

か。 

 

③実績 過去における類似・関連事業の実績が十分

にあるか。 

 

④経費処理の適正性 本事業を行う上で適切な財政基盤、一般的

な経理処理能力を有しているか。 

 

⑤整合性 現状の課題等を正確に把握し、事業目的、

趣旨と合致した提案内容になっているか。 

 

⑥妥当性 農林水産省が実施する事業として妥当な内

容となっているか。 

 

⑦計画性 実施体制・スケジュールに具体性があり、

事業目的を効率的かつ最大限実現可能な内

容になっているか。 

 

⑧規模の妥当性 事業内容に見合った経費で精度の高い積算

がなされているか。また、事業規模が適正

であり、事業目的を達成することができる

か。 

 

⑨主体性 主体的に具体的な目標を設定しているか。  

⑩継続性及び発展性 単発的な活動でなく、事業の持続性・継続

性は見られるか、また、関係者への成果情

報の波及効果が期待できるか。 

 

⑪行政施策等との関

連性 

行政施策等との連携及び相乗効果  

⑫男女共同参画等へ

の取組状況 

ワーク・ライフ・バランスを推進する企業

として、（１）女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律、（２）次世代育成支援

対策推進法、（３）青少年の雇用の促進等に

関する法律に基づく認定を受けているか。 
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（別紙５） 

 

令和  年  月  日  

 

 農林水産省大臣官房参事官（経理） 殿 

 

 

 

                 住    所 

                 商号又は名称 

                 代表者氏名               

 

 

契 約 候 補 辞 退 届 

 

  

令和７年度農業分野の脱炭素技術の海外展開支援対策委託事業に関する契約候補

について、○○○○の理由により、辞退します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 



 

 



 

 



 



 

 





22 27 22 961
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